
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  装置本体の前方部に俯迎旋回可能に連結
されたブームと、前記ブームの先端部にアクチュエータ
を介して連結され、前記アクチュエータの駆動により岩
盤に穿孔された爆破孔に向けて回動可能とされたガイド
シェルと、前記装置本体上に配設された爆薬類供給部
と、前記爆薬類供給部の供給口と前記ガイドシェルとの
間において撓んだ状態で延設され、且つ前記ガイドシェ
ル上の装填装置に移動自在に保持されて先端部が前記爆
破孔に向けて前進後退自在とされた装填ホースと、前記
爆薬類供給部の供給口より後方側に配設され、前記供給
口を通過して前記装填ホース内部を先端部まで移動自在
とされた長尺な押し棒とを備えてなることを特徴とする
爆薬装填装置。
【請求項２】  前記爆薬類供給部は、スライド手段によ

り前記装置本体の前後方向に移動自在とされていること
を特徴とする請求項１記載の爆薬装填装置。
【請求項３】  前記爆薬類供給部は、導火管が接続され
た親ダイナマイトを供給する親ダイ供給部と、爆破力を
増大させるための増しダイナマイトを供給する増しダイ
供給部と、前記爆破孔を閉塞するための閉塞部材を供給
する閉塞部材供給部とで構成され、前記装置本体の最前
方側に前記親ダイ供給部の供給口が位置し、この親ダイ
供給部の後方に連続して増しダイ供給部の供給口及び閉
塞部材供給部の供給口が設けられているとともに、これ
ら供給口は、前記装填ホースの基端開口部と連通してい
ることを特徴とする請求項１若しくは２記載の爆薬装填
装置。
【請求項４】  前記ガイドシェル上の長手方向に、前記
爆破孔に装填された閉塞部材に対して突き込み動作を行
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うタンピング装置が配設されていることを特徴とする請
求項１乃至３の何れかに記載の爆薬装填装置。
【請求項５】  前記ガイドシェル上の前記装填装置と前
記タンピング装置は互いに並列配置されているととも
に、それらをガイドシェルの幅方向に平行移動させる移
動機構が配設されていることを特徴とする請求項４記載
の爆薬装填装置。
【請求項６】  前記装置本体上には、前記装填ホース内
部に圧縮空気を圧送するエア供給手段が配設されている
ことを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の爆薬
装填装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、岩盤に穿孔された爆破
孔に爆薬、爆破孔閉塞材を装填する爆薬装填装置に関す
るものであり、特に、爆薬の装填、爆破孔の閉塞を連続
して行うことが可能なものに係る。
【０００２】
【従来の技術】岩盤に穿孔された爆破孔に爆薬を装填す
る技術として、例えば、実公昭６３－３９５９５号公報
や特開昭６３－２６７９００号公報に記載された技術が
知られている。これらの技術は、岩盤の爆破位置に穿孔
された爆破孔に装填管の先端部を挿入して、装填管の基
端部に爆薬案内孔に爆薬を供給しておき、基端部側から
の圧縮空気の圧送により、圧縮空気に押圧される爆薬を
装填管内部を通過移動させることにより、爆破孔内部ま
で到達させて装填する技術である。
【０００３】ここで、通常、爆薬を爆破孔に装填した後
には、爆破孔の開口側にアンコと称される充填物を挿入
して爆破孔を閉塞充填する作業が行われており、このア
ンコが閉塞充填されることにより、爆薬の完爆及び爆発
エネルギーの逃逸が防止され、爆発効果が大幅に向上す
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た従来の爆薬装填技術にあっては、以下に示す問題があ
る。すなわち、装填管内を通過する爆薬の移送速度が早
くなると、装填管の内周面と爆薬との摺動摩擦熱によ
り、若しくは、爆破孔内への急激な挿入によって発火・
爆発のおそれがある。そのため、爆薬の移送速度が低く
なるように制御する必要があるが、圧縮空気の流量や圧
力を変更しても爆薬を所望の低い速度で移送することは
難しい。また、装填管内部への異物の混入等によって装
填管の途中で爆薬が停止しても、爆薬の停止位置を容易
に確認することができない。
【０００５】したがって、現在まで提案されている圧縮
空気を利用した種々の爆薬装填技術は、安全性の面から
実際には採用されておらず、現在でも作業員による爆破
孔への装填作業が行われているのが現状であり、安全性
の向上及び作業の省力化を図る自動化された爆薬装填技

術が望まれている。また、前述したアンコの挿入及び閉
塞充填作業も、現状では、爆薬近くでの作業員による危
険作業とならざるを得ないので、爆薬の装填と同時に安
全性の向上及び作業の省力化が望まれている。
【０００６】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、爆薬類を安全且つ確実に爆破孔に挿入すること
ができるとともに、少なくとも爆薬の装填作業を自動的
に行うことが可能な爆薬装填装置を提供することを目的
とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、
装置本体の前方部に俯迎旋回可能に連結されたブーム
と、前記ブームの先端部にアクチュエータを介して連結
され、前記アクチュエータの駆動により岩盤に穿孔され
た爆破孔に向けて回動可能とされたガイドシェルと、前
記装置本体上に配設された爆薬類供給部と、前記爆薬類
供給部の供給口と前記ガイドシェルとの間において撓ん
だ状態で延設され、且つ前記ガイドシェル上の装填装置
に移動自在に保持されて先端部が前記爆破孔に向けて前
進後退自在とされた装填ホースと、前記爆薬類供給部の
供給口より後方側に配設され、前記供給口を通過して前
記装填ホース内部を先端部まで移動自在とされた長尺な
押し棒とを備えてなることを特徴とする爆薬装填装置で
ある。
【０００８】また、請求項２記載の発明は、請求項１記
載の爆薬装填装置において、前記爆薬類供給部が、スラ
イド手段により前記装置本体の前後方向に移動自在とさ
れていることを特徴とする装置である。
【０００９】また、請求項３記載の発明は、請求項１若
しくは２記載の爆薬装填装置において、前記爆薬類供給
部が、導火管が接続された親ダイナマイトを供給する親
ダイ供給部と、爆破力を増大させるための増しダイナマ
イトを供給する増しダイ供給部と、前記爆破孔を閉塞す
るための閉塞部材を供給する閉塞部材供給部とで構成さ
れ、前記装置本体の最前方側に前記親ダイ供給部の供給
口が位置し、この親ダイ供給部の後方に連続して増しダ
イ供給部の供給口及び閉塞部材供給部の供給口が設けら
れているとともに、これら供給口は、前記装填ホースの
基端開口部と連通していることを特徴とする装置であ
る。また、請求項４記載の発明は、請求項１乃至３の何
れかに記載の爆薬装填装置において、前記ガイドシェル
上の長手方向に、前記爆破孔に装填された閉塞部材に対
して突き込み動作を行うタンピング装置が配設されてい
ることを特徴とする装置である。
【００１０】また、請求項５記載の発明は、請求項４記
載の爆薬装填装置において、前記ガイドシェル上の前記
装填装置と前記タンピング装置は互いに並列配置されて
いるとともに、それらをガイドシェルの幅方向に平行移
動させる移動機構が配設されていることを特徴とする装
置である。
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【００１１】さらにまた、請求項６記載の発明は、請求
項１乃至５の何れかに記載の爆薬装填装置において、前
記装置本体上に、前記装填ホース内部に圧縮空気を圧送
するエア供給手段が配設されていることを特徴とする。
【００１２】
【作用】本発明の請求項１記載の爆薬装填装置によれ
ば、装置本体の前方部に連結されたブームの俯迎旋回動
作と、このブームの先端部に配設されたアクチュエータ
の回動動作によって、ブームの先端部に配設されたガイ
ドシェルを爆破孔Ｈに対して自動的に対向配置させるこ
とができる。また、ガイドシェル上の装填ホースが前進
することによって、装填ホースの先端部を爆破孔内部に
自動的に挿入することができる。そして、押し棒を装填
ホース内部の基端側から先端部に向かって移動させて爆
薬類（親ダイナマイト、増しダイナマイト及び閉塞部
材）を装填ホース内部で押圧して移送していくことによ
り、爆破孔への爆薬類の装填作業を、遠隔操作で自動的
に行うことができるので、圧縮空気を利用した従来の爆
薬装填技術と比較して安全性が高められるとともに、大
幅に省力化を図ることができる。
【００１３】
【００１４】また、請求項２記載の爆薬装填装置によれ
ば、請求項１記載の作用が得られるとともに、装填ホー
スが撓んだ状態で延在している場合には、スライド手段
によって爆薬類供給部を装置本体の後方側に移動させる
ことで、装填ホースを略直線上に延在させることができ
る。これにより、装填ホース内部を移動する爆薬類及び
押し棒の移動がスムーズとなる。
【００１５】また、請求項３記載の爆薬装填装置によれ
ば、請求項１、２記載の作用が得られるとともに、押し
棒が、親ダイ供給部、増しダイ供給部及び閉塞部材供給
口のそれぞれの供給口を通過するだけで、爆薬類は装填
順に装填ホース内に移送されていくので、さらに省力化
が図られる。
【００１６】また、請求項４記載の爆薬装填装置によれ
ば、請求項１乃至３記載の作用が得られるとともに、閉
塞部材による爆破孔の閉塞作業も自動的に行われるの
で、安全性の向上及び作業の省力化が図られる。また、
請求項５記載の爆薬装填装置によれば、請求項４記載の
作用が得られるとともに、爆薬及び閉塞部材の装填作業
の後に、連続して爆破孔の閉塞作業を行うことが可能と
なるので、作業効率を大幅に向上させることができる。
【００１７】さらにまた、請求項６記載の爆薬装填装置
によれば、請求項１乃至請求項５記載の作用が得られる
とともに、若し、装填ホース内に異物が入り込んだ場合
であっても、エア供給手段による装填ホース内への圧縮
空気の圧送により、装填ホース内の異物は外部に簡単に
除去される。したがって、緊急時の対応が容易となる。
【００１８】
【実施例】以下、この発明を図面により説明する。図１

は、爆破孔へ装填される爆薬類の種類及び装填順を示す
図であり、岩盤を所定深さまで穿孔して形成された爆破
孔Ｈには、先ず、長尺な導火管８の一端が接続された１
本の筒状の親ダイナマイト（以下、親ダイと略称す
る。）ＤＭ1 が装填され、次いで、爆破力を増大させる
ための２本の筒状の増しダイナマイト（以下、増しダイ
と略称する。）ＤＭ2 が装填され、最後に、砂等が包装
体に囲繞された構造とされて爆破孔Ｈを閉塞することが
可能なアンコと略称される２本の筒状の閉塞部材（以
下、アンコと略称する。）ＡＮが装填されるようになっ
ている。なお、これら親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ2 及
びアンコＡＮの外径寸法は、略同一径に設定されてい
る。
【００１９】そして、図２はこの発明に係る岩盤穿孔機
を備えた爆薬装填装置の側面図、図３は爆薬装填装置の
平面図を示すものである。この爆薬装填装置１０は、駆
動用パワーユニットが搭載された走行台車１３上部に運
転室１５を設け、走行台車１３の前方側に、岩盤穿孔機
１７を俯迎旋回可能に支持する穿孔用ブーム１９、ホー
スホルダー２１を俯迎旋回可能に支持する装填用ブーム
２３、作業床２５を俯迎旋回可能に支持する作業床用ブ
ーム２７の基端側がそれぞれ可動自在に連結された構造
としている。
【００２０】そして、前記ホースホルダー２１には、爆
破孔Ｈへの爆薬類の移送路となる装填ホース２９の先端
側が支持されているとともに、装填ホース２９の基端部
は、走行台車１３上に搭載された爆薬類供給部３１に接
続されている。また、前記爆薬類供給部３１は、スライ
ド装置３３によって走行台車１３の前後方向に移動可能
とされている。なお、図中符号３５は、走行台車１３の
前後下方位置に配設されて作業時に走行台車１３を固定
するアウトリガであり、図中符号３７は、走行台車１３
上に固定されたコンプレッサであり、図中符号３９は、
油圧供給装置（図示しない）から所定圧の作動油が供給
される油圧ホースである。
【００２１】以下、図２から図６を参照して爆薬装填装
置１０の各構造部を詳細に説明していく。作業床用ブー
ム２７の基端部は、走行台車１３上に固定されたブーム
ヨーク４０に水平軸を介して連結されているとともに、
図示しない俯迎シリンダの伸縮動作によって俯迎可能と
なるように支持され、作業床２５は所定高さ及び所定の
左右位置まで移動可能とされている。
【００２２】また、穿孔用ブーム１９の基端部は、前記
ブームヨーク４０に水平軸を介して連結されており、一
対の旋回シリンダ４０ａの伸縮動作及び図示しない俯迎
シリンダによってブーム全体が所定角度の俯迎及び水平
旋回可能に支持されている。そして、この穿孔用ブーム
１９は、ストロークシリンダ１９ａの伸縮動作によって
ストロークが可変とされており、その先端部の岩盤穿孔
機１７は、ユニバーサルジョイント４２、ロータリアク
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チュエータ４４を介して揺動自在に連結されている。こ
れにより、爆破孔Ｈの穿孔予定位置に岩盤穿孔機１７を
対向配置することができる。なお、岩盤穿孔機１７は、
掘削ドリルの打撃運動によって岩盤に爆破孔を穿孔する
周知技術が採用されている。
【００２３】また、装填用ブーム２３の基端部は、前記
ブームヨーク４０に水平軸を介して連結されており、一
対の旋回シリンダ４０ａ及び俯迎シリンダ４０ｂの伸縮
動作によってブーム全体が所定角度の俯迎及び水平旋回
可能に支持されている。そして、この装填用ブーム２３
も、ストロークシリンダ２３ａの伸縮動作によってスト
ロークが可変とされており、その先端部には、ユニバー
サルジョイント４６を介してロータリアクチュエータ４
８が連結されている。また、ユニバーサルジョイント４
６の先端部は、俯迎シリンダ４６ａの伸縮動作によって
上下方向に移動可能とされているとともに、ロータリア
クチュエータ４８の先端部は、旋回シリンダ４８ａの伸
縮動作によって水平左右方向に旋回可能とされている。
そして、ロータリアクチュエータ４８の先端部には、水
平軸を介して傾動が可能とされたガイドマウンチング５
０が連結されており、このガイドマウンチング５０上に
は、ホースホルダー２１を搭載したガイドシェル５２が
配設されている。このガイドシェル５２は、ガイドマウ
ンチング５０に組み込まれたスライドシリンダ５０ａに
よって前後方向に移動可能とされている。また、ガイド
マウンチング５０とロータリアクチュエータ４８の先端
部との間にはチルトシリンダ５４が配設されており、こ
のチルトシリンダ５４の伸縮動作により、ガイドマウン
チング５０及びガイドシェル５２の前方側が下方傾斜も
しくは上方傾斜となる傾動動作が可能とされている。さ
らに、ガイドマウンチング５０及びガイドシェル５２
は、前述したロータリアクチュエータ４８の駆動によ
り、ガイドシェル５２の延在方向と略平行な軸を中心と
する回動動作が可能とされている。
【００２４】一方、前記スライド装置３３は、図２に示
すように、走行台車１３の架台１３ａ上に前後方向に摺
動自在に載置されているフレーム体３３ａを、スライド
機構の駆動によって所定距離だけ前後方向に移動可能と
する装置である。スライド機構は、図示しないが、フレ
ーム体３３ａ上に固定された駆動モータと直結するスプ
ロケットに、架台１３ａ上の前後方向に延在して所定位
置が固定されたチェーンが掛け渡された構造とされ、前
記駆動モータの正逆回転によってフレーム体３３ａの前
後移動が可能とされている。なお、スライド機構は上記
構造に限られるものではなく、例えば、前記架台ａとフ
レーム体３３ａとの間に油圧駆動式シリンダを配設し、
作動油の供給制御によって伸縮動作を行うことによりフ
レーム体３３ａを前後方向に移動させる構造としてもよ
い。
【００２５】そして、このスライド装置３３上の最前方

側に位置する架台３３ｂ上には、装填ホース２９の基端
部が接続する爆薬類供給口３３ｃが設けられているとと
もに、この爆薬類供給口３３ｃに圧縮空気を圧送するこ
とが可能なエア供給部６０が設けられている。また、エ
ア供給部６０より後方側（走行車両１３の前後方向の後
方側をいう。）には、前述した爆薬類供給部３１、押し
棒フィード装置６８、さらに押し棒巻取装置７０が連続
して配設されている。
【００２６】前記装填ホース２９は、親ダイＤＭ1 、増
しダイＤＭ2 及びアンコＡＮが通過可能な内径を有し、
岩盤に穿孔された爆破孔Ｈより小さい外径を有する装填
ホース、合成樹脂製ホース若しくはゴムホース等であ
る。そして、ホースホルダー２１と前記爆薬類供給口３
３ｃとの間に延在する装填ホース２９は、装填用ブーム
２３が伸長せずにスライド装置３３が最前方に位置して
いる場合には、図２に示すように、撓んだ状態となる長
さに設定されている。
【００２７】また、エア供給部６０は、コンプレッサ３
７で生成された圧縮空気を爆薬類供給口２９ａへ供給す
ることが可能なエア供給配管６０ｂと、このエア供給配
管６０ｂの途中に配設された供給弁６０ｃとを備え、供
給弁６０ｃの開操作が行われることにより、圧縮空気が
爆薬類供給口３３ｃを介して装填ホース２９内に圧送さ
れるようになっている。そして、この爆薬供給口３３ｃ
は後方側に向けて開口する爆薬類挿入口２９ｄと連通
し、さらにこの爆薬類挿入口２９ｄは、爆薬類供給部３
１の親ダイ供給口６２ｂ、増しダイ供給口６４ａ及びア
ンコ供給口６６ａとともに走行台車１３の前後方向に延
在して一致し、これら供給口から爆薬供給口３３ｃに向
けて前述した親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ2 及びアンコ
ＡＮが順次供給されるようになっている。なお、供給弁
６０ｃの開操作によって圧縮空気が爆薬類供給口３３ｂ
に圧送される際には、爆薬類挿入口２９ｄは閉塞される
構造とされている。
【００２８】前記爆薬類供給部３１は、図３に示すよう
に、走行台車１３の最前方に配設された親ダイ供給部６
２と、親ダイ供給部６２より後方側に配設された増しダ
イ供給部６４と、増しダイ供給部６４より後方側に配設
されたアンコ供給部６６とで構成されている。そして、
親ダイ供給部６２は、それぞれに導火管が取付けられた
円筒状の親ダイが複数収納されてなるもので、前記爆薬
挿入口２９ｄと連通する同一高さ位置に、１本の親ダイ
ＤＭ1 が自動的に供給される親ダイ供給口６２ｂが設け
られている。
【００２９】また、増しダイ供給部６４はホッパ形式と
された収納装置であり、複数の増しダイが軸線を親ダイ
供給部６２に向けて収納されている。そして、下部に設
けられた樋状の増しダイ供給口６４ａに、２本ずつの増
しダイＤＭ2 が順次直列に供給されるようになってい
る。なお、この増しダイ供給口６４ａは、前記親ダイ供
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給口６２ｂと軸線を一致させて連通している。
【００３０】さらに、アンコ供給部６６は、コンベヤ形
式とされた収納装置であり、複数のアンコが軸線を増し
ダイ供給部６４に向けてコンベヤ（図示せず）上に水平
に収納されている。そして、コンベヤの移動によってア
ンコ供給口６６ａに、２本のアンコＡＮが順次供給され
るようになっている。なお、このアンコ供給口６６ａ
は、前記増しダイ供給口６４ａと軸線を一致させて連通
している。
【００３１】そして、上記爆薬類供給部３１の後方側に
は、アンコ供給口６６ａ、増しダイ供給口６４ａ、親ダ
イ供給口６２ｂ、爆薬類挿入口２９ｄ及び爆薬供給口３
３ｂを通過して装填ホース２９の内部を移動可能な長尺
な押し棒７２と、この押し棒７２を巻装する押し棒巻取
装置７０と、押し棒７２の送り出し若しくは引き戻しを
制御する押し棒フィード装置６８とが搭載されている。
【００３２】押し棒７２は、装填ホース２９の内径より
僅かに小さな外径に設定された可撓性を有する中空円筒
部材である。そして、押し棒巻取装置７０は、長尺な押
し棒７２を巻装する装置であり、正回転（矢印Ａ方向）
によって押し棒７２を送り出し、逆回転（矢印Ｂ方向）
によって押し棒７２を巻き込む装置である。さらに、押
し棒フィード装置６８は、押し棒７２の外周を挟持した
状態で、この押し棒７２を所定長さだけ送り出す動作を
行い、若しくは引き戻す動作を行う装置である。
【００３３】一方、装填用ブーム２３や複数のアクチュ
エータにより俯迎及び左右旋回可能とされたガイドシェ
ル５２上には、ホースホルダー２１が配設されている。
このホースホルダー２１は、図４から図６に示すよう
に、岩盤に穿孔された爆破孔Ｈに親ダイＤＭ1 、増しダ
イＤＭ2 及びアンコＡＮを装填する装填装置８０と、爆
破孔Ｈ内を閉塞するタンピング装置８２と、導火管引き
抜き装置８４とを備えている。
【００３４】すなわち、ガイドシェル５２の幅方向に
は、所定間隔をあけてレール８６ａ、８６ｂが固定さ
れ、これらレール８６ａ、８６ｂ上には、長手方向に摺
動自在とされたスライドプレート８８ａ、８８ｂが配設
されている。そして、スライドプレート８８ａ、８８ｂ
は、それぞれレール８６ａ、８６ｂ内部に配設された移
動シリンダ（移動機構）８９と連結し、これら移動シリ
ンダ８９の伸縮動作によってスライドプレート８８ａ、
８８ｂの長手方向に移動可能とされている。これによ
り、スライドブレート８８ａ、８８ｂ上に固定された装
填装置８０及びタンピング装置８２は、ガイドシェル５
２の幅方向に移動可能とされている。
【００３５】そして、装填部８０は、図５に示すよう
に、ガイドシェル５２の長手方向に沿って配設されたガ
イド筒体８０ａと、このガイド筒体８０ａの基端側で連
結する装填ホースフィード装置９０とで構成されてい
る。この装填ホースフィード装置９０は、装填ホース２

９の外周を挟持し、装填ホース２９の先端部を所定長さ
だけ送り出す動作を行って爆破孔Ｈ内に挿入し、若しく
は引き戻し動作を行って爆破孔Ｈ内から引き出す装置で
ある。
【００３６】そして、タンピング装置８２は、図６に示
すように、爆破孔Ｈ内に装填されたアンコＡＮに対し
て、込め棒９２の突き動作によって包装体を破り且つ砂
等の形状を変形させて爆破孔Ｈを閉塞する装置である。
この装置は、互いに対向してガイドシェル５２上の長手
方向に延在する一対のガイドプレート９２ａと、これら
ガイドプレート９２ａの先端部に配設された一対の込め
棒支持プーリ８２ｃと、込め棒９２の基端側と連結する
スライド部材９２ｄと、このスライド部材９２ｄと連結
して伸縮動作によって込め棒９２を往復動させるテレス
コープ式エアシリンダ９２ｅとで構成されている。さら
に、導火管引き抜き装置８４は、親ダイＤＭ1 に接続さ
れている導火管８を装填ホース２９内から引き抜く装置
である。
【００３７】そして、前述した俯迎シリンダ４０ｂ、４
６ａ、旋回シリンダ４０ａ、４８ａ、ロータリアクチュ
エータ４４、４８、ストロークシリンダ１９ａ、２３
ａ、チルトシリンダ５４、スライドシリンダ５０ａ等や
他の油圧式シリンダは、図示しない油圧供給装置から所
定圧の油圧が関連的に供給制御されるようになってい
る。そして、油圧供給装置からの油圧供給制御によって
旋回シリンダ４０ａの伸縮動作、ストロークシリンダ１
９ａの伸縮動作、ロータリアクチュエータ４４の回動動
作及び図示しない俯迎シリンダの伸縮動作が行われるこ
とにより、穿孔用ブーム１９の移動によって岩盤穿孔機
１７の高さと水平面内の左右方向の向きが変更される。
【００３８】また、油圧供給装置からの油圧供給制御に
よって旋回シリンダ４０ａの伸縮動作、俯迎シリンダ４
０ｂの伸縮動作、ストロークシリンダ２３ａの伸縮動作
が行われることにより、ホースホルダー２１の高さと水
平面内の左右方向の向きが変更される。また、油圧供給
制御によってロータリアクチュエータ４８の回動動作が
行われると、ホースホルダー２１はロータリアクチュエ
ータ４８の軸線を中心として所定角度まで回動し、俯迎
シリンダ４８ａ及びチルトシリンダ５４の伸縮動作が行
われると、ホースホルダー２１の前方側が下方傾斜もし
くは上方傾斜となるように変更される。さらに、油圧供
給制御によってスライドシリンダ５２ａに対する油圧供
給制御が行われると、ホースホルダー２１は前後方向の
位置が変更される。
【００３９】次に、本実施例の爆薬装填装置１０を使用
した爆破孔Ｈの穿孔及び爆薬装填の操作手順について、
図７のフローチャトを参照しながら説明する。なお、親
ダイ供給部６２、増しダイ供給部６４及びアンコ供給部
６６には、それぞれ複数個の親ダイＤＭ1 、増しダイＤ
Ｍ2 及びアンコＡＮが収納されているものとする。
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（ステップＳ１）  走行台車１３の走行により爆薬装填
装置１０を、爆破予定の岩盤近くまで移動する。次い
で、旋回シリンダ４０ａの伸縮動作、ストロークシリン
ダ１９ａの伸縮動作、ロータリアクチュエータ４４の回
動動作及び図示しない俯迎シリンダの伸縮動作によって
穿孔用ブーム１９の先端部を所定位置に配置し、岩盤穿
孔機１７を穿孔予定位置に向ける。次いで、岩盤穿孔機
１７の駆動によって所定の爆破孔Ｈを穿孔する。そし
て、他の穿孔予定位置も岩盤穿孔機１７で穿孔して複数
の爆破孔Ｈを形成していく。
（ステップＳ２）  旋回シリンダ４０ａ、俯迎シリンダ
４０ｂ、４８ａ、ストロークシリンダ２３ａ、ロータリ
アクチュエータ、チルトシリンダ５４、スライドシリン
ダ５２ａの動作により装填用ブーム２３の先端部を爆破
孔Ｈの近くまで爆移動させていくとともに、爆破孔Ｈと
ガイド筒体８０ａとの軸線が略一致するようにホースホ
ルダー２１を微小移動する。
（ステップＳ３）  親ダイ供給部６２の親ダイ供給口６
２ｂに一本の親ダイＤＭ1 をセットし、増しダイ供給部
６４の増しダイ供給口６４ａに２本の増しダイＤＭ2 を
セットし、アンコ供給部６６のアンコ供給口６６ａに２
本の増しダイＡＮをセットする。なお、この動作は自動
的に行われる。
（ステップＳ４）  エア供給部６０の供給弁６０ｃに対
する開操作を行い、装填ホース２９内に圧縮空気を圧送
する。これにより、装填ホース内に異物が詰まっていた
としても、圧縮空気の供給により、異物はホース内から
除去される。
（ステップＳ５）  装填ホースフィード装置９０の前進
駆動により、装填ホース２９を爆破孔Ｈ内に挿入してい
く。そして、装填ホース２９の先端が孔底ＨL に到達し
た時点で装填ホースフィード装置９０の駆動を停止す
る。
（ステップＳ６）  ホースホルダー２１と爆薬類供給部
３１との間に延在している装填ホース２９の撓み状態に
よって、スライド装置３３の前後進移動を行い、装填ホ
ース２９が略直線状態に延在するように矯正する。
（ステップＳ７）  押し棒フィード装置６８の前進駆動
により、押し棒７２をアンコ供給口６６ａ、増しダイ供
給口６４ａ、親ダイ供給口６２ｂ、爆薬類挿入口２９
ｄ、爆薬供給口３３ｂを通過させて装填ホース２９内を
移動させていく。これにより、押し棒７２は、導火管８
が接続されている１本の親ダイＤＭ1 、２本の増しダイ
ＤＭ2 、アンコＡＮを爆破孔Ｈまで移送していく。そし
て、孔底ＨL に親ダイＤＭ1 が当接した時点で押し棒フ
ィード装置６８の前進駆動を停止する。
（ステップＳ８）  装填ホースフィード装置９０の後退
駆動を行う。これにより、爆破孔Ｈ内の装填ホース２９
は、親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ2 及びアンコＡＮを爆
破孔Ｈ内に残した状態で爆破孔Ｈ内から引き出され、そ

の先端部はガイド筒体８０ａ内に位置し、その時点で装
填ホースフィード装置９０の後退駆動を停止する。
（ステップＳ９）  押し棒フィード装置６８の後退駆動
を行う。これにより、押し棒７２は爆破孔Ｈから引き出
され、爆薬供給口３３ｂ、爆薬類挿入口２９ｄ、親ダイ
供給口６２ｂ、増しダイ供給口６４ａ、アンコ供給口６
６ａを通過しながら押し棒巻取装置７０に巻装されてい
く。そして、押し棒７２の先端部がアンコ供給口６６ａ
を通過した時点で、押し棒フィード装置６８の後退駆動
を停止する。
（ステップＳ１０）  導火管引き抜き装置８４を作動さ
せる。これにより、装填ホース２９内に挿入されていた
導火管８は、装填ホース２９内から引き出されて爆破孔
Ｈの開口部から垂れ下がった状態となる。
（ステップＳ１１）  ホースホルダー２１の移動シリン
ダ８９の伸長動作を行う。これにより、タンピング装置
８２を爆破孔Ｈの開口部に対向させ、込め棒９２の軸線
の延長線を爆破孔Ｈの軸線に一致させる。
（ステップＳ１２）  テレスコープ式エアシリンダ９２
ｅの伸縮動作を繰り返し行う。これにより、爆破孔Ｈの
開口部側に配置されているアンコアンコＡＮに対して、
込め棒９２の突き動作が繰り返し行われる。この突き動
作の繰り返しによって、砂等を囲繞している包装体が破
られ、且つ砂等の形状が変形して爆破孔Ｈが閉塞され
る。
【００４０】以下、ステップＳ２からステップＳ１２の
操作を繰り返し行うことにより、岩盤に穿孔された複数
の爆破孔Ｈのそれぞれに、親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ
2 及びアンコＡＮが装填されるとともに、爆破孔Ｈが閉
塞されていく。次に、本発明に係る上記実施例で得られ
る作用効果について、以下に述べる。第１に、本実施例
では、装填ホース２９の先端部を爆破孔Ｈの内部に挿入
しておくとともに、装填ホース２９の基端部を臨む位置
に設けられた爆薬類供給部３１の供給口６２ｂ、６４
ａ、６６ａに親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ2 及びアンコ
ＡＮを連続してセットしておき、長尺な押し棒７２を、
前記供給口６２ｂ、６４ａ、６６ａを通過させた後に、
装填ホース２９の内部の基端側から先端部に向かって移
動させていくことにより、押し棒７２の先端部で親ダイ
ＤＭ1 、増しダイＤＭ2 及びアンコＡＮを押圧して移送
しながら爆破孔Ｈに装填するので、押し棒７２の移動速
度を低く制御するだけで、低速度で親ダイＤＭ1 及び増
しダイＤＭ2 を爆破孔Ｈまで移送することができる。し
たがって、装填ホース２９内における摺動摩擦熱の発生
を防止することができるとともに、爆破孔Ｈ内への挿入
速度を低下させることができるので、圧縮空気を利用し
た従来の爆薬装填技術と比較して、大幅に安全性が向上
した爆薬装填方法となる。
【００４１】第２に、何等かの原因により装填ホース２
９内の途中に親ダイＤＭ1 及び増しダイＤＭ2 が停止し
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ていても、押し棒７２の移動量を計測するだけでその位
置を確認することができるので、緊急時の対応が容易と
なる。第３に、爆薬類（親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ2 

及びアンコＡＮ）を押圧して移送する押し棒７２は可撓
性を有する材料により形成されているので、爆薬類の移
送路となる装填ホース２９が撓んでも、押し棒７２も装
填ホース２９と同形状に撓んでスムーズに爆薬類を移送
することができる。
【００４２】第４に、本実施例に係る爆薬装填装置１０
によれば、走行台車１３上に配設された装填用ブーム２
３の俯迎旋回動作と、この装填ブーム２３の先端部に配
設されたアクチュエータの回動動作によって、装填ブー
ム２３の先端部に配設されたガイドシェル５２が爆破孔
Ｈに対して自動的に対向配置される。また、ガイドシェ
ル５２上の装填ホースフィード装置９０を前進駆動させ
ることによって、装填ホース２９の先端部は、爆破孔Ｈ
内部に自動的に挿入される。また、押し棒７２を装填ホ
ース２９内部の基端側から先端部に向かって移動させて
爆薬類（親ダイＤＭ1 、増しダイＤＭ2 及びアンコＡ
Ｎ）を装填ホース２９内部で押圧して移送していくこと
により、爆薬類は爆破孔Ｈに自動的に装填される。した
がって、本実施例の爆薬装填装置１０は、爆破孔Ｈへの
爆薬類の装填作業を、遠隔操作で自動的に行うことがで
きるので、安全性が向上するとともに、大幅な省力化を
図ることができる。
【００４３】第５に、爆薬類供給部３１は、親ダイ供給
部６２、増しダイ供給部６４及びアンコ供給部６６とで
構成され、装填ホース２９の基端部と接続する爆薬類供
給口３３ｂ側の最前方側に親ダイ供給部６２が配設さ
れ、この親ダイ供給部６２より後方側に増しダイ供給部
６４が配設され、押し棒フィード装置６８側の最後方側
にアンコ供給部６６が配設されているとともに、１本の
親ダイＤＭ1 が供給される親ダイ供給口６２ｂと、２本
の増しダイＤＭ2 が供給される増しダイ供給口６４ａ
と、２本のアンコＡＮが供給されるアンコ供給口６６ａ
が、前記爆薬類供給口３３ｂと押し棒フィード装置６８
の押し棒送り方向とを結ぶ線上に設けられており、押し
棒フィード装置６８の前進駆動によって押し棒７２が親
ダイ供給口６２ｂ、増しダイ供給口６４ａ及びアンコ供
給口６６ａを通過するだけで、爆薬類は装填順に装填ホ
ース２９内に供給されるので、さらに省力化を図ること
ができる。
【００４４】第６に、爆薬類供給部３１は、走行台車１
３の前後方向に移動自在となるようにスライド装置３３
上に搭載されているので、ガイドシェル５２上のホース
ホルダー２１と爆薬類供給部３１との間に延在している
装填ホース２９が撓んだ状態で延在している場合には、
スライド装置３３の駆動によって爆薬類供給部３１を走
行台車１３の後方側に移動させることで、装填ホース２
９を略直線上に延在させることができる。これにより、

装填ホース２９内部を移動する爆薬類と押し棒７２の移
動がスムーズになる。
【００４５】第７に、ガイドシェル５２には、爆破孔Ｈ
に向けて往復移動する込め棒９２を備えたタンピング装
置８２がホースホルダー２１と並列に配置され、移動シ
リンダ８９の伸縮動作によってタンピング装置８２及び
ホースホルダー２１の一方を爆破孔Ｈに向けて対向させ
ることができるので、爆薬類の装填作業の後に連続して
爆破孔Ｈの閉塞作業が可能となり、作業効率を大幅に向
上させることができる。
【００４６】第８に、若し、装填ホース２９内に異物が
入り込んだ場合であっても、エア供給部６０の供給弁６
０ｃの開操作を行うことにより、装填ホース２９内に圧
送される圧縮空気によって装填ホース２９内の異物を外
部に簡単に除去することができるので、緊急時の対応が
容易となる。なお、本実施例の爆薬装填装置１０は、ガ
イドシェル５２上に１台のホースホルダー２１を配設し
た装置として説明したが、これに限るものではなく、複
数のホースホルダーを備えると、さらに高能率化を達成
することができる。
【００４７】また、本実施例のエア供給部６０は、装填
ホース２９の基端部から圧縮空気を圧送しているが、こ
れに限るものではなく、例えば中空形状とされた押し棒
７２の基端部から供給する構造としてもよい。
【００４８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の請求項１
記載の爆薬装填装置は、装置本体の前方部に連結された
ブームの俯迎旋回動作と、このブームの先端部に配設さ
れたアクチュエータの回動動作によって、ブームの先端
部に配設されたガイドシェルを爆破孔Ｈに対して自動的
に対向配置させることができる。また、ガイドシェル上
の装填ホースが前進することによって、装填ホースの先
端部を爆破孔内部に自動的に挿入し、押し棒を装填ホー
ス内部の基端側から先端部に向かって移動させて爆薬類
を装填ホース内部で押圧して移送していくことにより、
爆破孔への爆薬類の装填作業を、遠隔操作で自動的に行
うことができるので、圧縮空気を利用した従来の爆薬装
填技術と比較して安全性を高めることができるととも
に、大幅に省力化を図ることができる。
【００４９】
【００５０】また、請求項２記載の爆薬装填装置は、請
求項１記載の効果を得ることができるとともに、装填ホ
ースが撓んだ状態で延在している場合には、スライド手
段によって爆薬類供給部を装置本体の後方側に移動させ
ることで、装填ホースを略直線上に延在させることがで
きるので、装填ホース内部を移動する爆薬類及び押し棒
をスムーズに移動させることができる。
【００５１】また、請求項３記載の爆薬装填装置は、請
求項１、２記載の効果を得ることができるとともに、押
し棒が、親ダイ供給部、増しダイ供給部及び閉塞部材供
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給口のそれぞれの供給口を通過するだけで、爆薬類は装
填順に装填ホース内に移送されていくので、さらに省力
化が図られる。
【００５２】さらに、請求項４記載の爆薬装填装置は、
請求項１乃至３記載の効果を得ることができるととも
に、閉塞部材による爆破孔の閉塞作業も自動的に行われ
るので、安全性の向上及び作業の省力化を図ることがで
きる。また、請求項５記載の爆薬装填装置は、請求項４
記載の効果を得ることができるとともに、爆薬及び閉塞
部材の装填作業の後に、連続して爆破孔の閉塞作業を行
うことが可能となるので、作業効率を大幅に向上させる
ことができる。
【００５３】さらにまた、請求項６記載の爆薬装填装置
は、請求項１乃至請求項５記載の効果を得ることができ
るとともに、若し、装填ホース内に異物が入り込んだ場
合であっても、エア供給手段による装填ホース内への圧
縮空気の圧送によって装填ホース内の異物は外部に簡単
に除去されるので、緊急時の対応を容易にすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る岩盤に穿孔された爆破孔に装填さ
れた爆薬及び閉塞部材を示す断面図である。
【図２】本発明に係る爆薬装填装置を示す側面図であ
る。
【図３】爆薬装填装置を示す平面図である。
【図４】爆薬装填装置の装填ブームの先端部に配設され
たホースホルダーを示す正面図である。
【図５】ホースホルダーを構成している装填装置を示す
図４のV －V 矢視断面図である。

【図６】ホースホルダーを構成しているタンピング装置
を示す図４のVI－VI矢視断面図である。
【図７】本発明に係る爆薬装填装置を使用した爆薬類の
装填及びタンピングの手順を示すフローチャトである。
【符号の説明】
８  導火管
１３  走行台車（装置本体）
２１  ホースホルダー
２３  装填ブーム（ブーム）
２３ａ、４６ａ、４８、５４  アクチュエータ
２９  装填ホース
３１  爆薬類供給部
３３  スライド装置（スライド手段）
５２  ガイドシェル
６０  エア供給部（エア供給手段）
６２ｂ、６４ａ、６６ａ  爆薬類供給部の供給口
６２  親ダイ供給部
６４  増しダイ供給部
６６  閉塞部材供給部
７２  押し棒
８０  装填装置
８２  タンピング装置
８９  移動シリンダ（移動機構）
Ｈ  爆破孔
ＡＮ  アンコ（閉塞部材）
ＤＭ1 親ダイナマイト（親ダイ）
ＤＭ2 増しダイナマイト（増しダイ）
ＤＭ1 、ＤＭ2 、ＡＭ  爆薬類

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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